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令和６年２月２１日 

日本原子力発電株式会社 

 

東海発電所・東海第二発電所における放射線測定設備の取替に伴う検査について 

 

東海発電所・東海第二発電所における放射線測定設備の取替に伴い、原子力災害対策特別措

置法第１１条第５項に基づく検査（以下、「原災法検査」という。）と、事業者にて実施した使

用前事業者検査の比較確認を行った。 

その結果、使用前事業者検査において、「原子力災害対策特別措置法に基づく放射線測定設備

の検査実施要領」に定められた検査方法により、同じ判定基準、もしくはより厳しい判定基準

に適合することを確認していることから、使用前事業者検査に適合することにより、原災法検

査における判定基準を満たすことが確認可能であることを確認した。 

 

１．検査項目比較結果 

（１）線源較正確認検査 

検査 原災法検査 使用前事業者検査 

検査項目 線源較正確認検査 線源校正検査 

検査方法 標準ガンマ線源を用いて線量率を測定

し、各検出器の較正が正しいことを現

場において確認する。 

標準線源を用いて空気吸収線量率を測

定し，各検出器の校正が正しいことを

確認する。 

判定基準 正味線量率を空気吸収（基準）線量率

又は空気カーマ率で除した値が、０．

８５～１．２２の範囲内であること。 

正味線量率を空気吸収（基準）線量率

で除した値が０．８５～１．２２の範

囲内であること。 

使用前事業者検査に適合することにより、原災法検査における判定基準を満たすことが

確認可能である。 

 

（２）警報レベルの誤差確認検査 

検査 原災法検査 使用前事業者検査 

検査項目 警報レベルの誤差確認検査 警報検査 

検査方法 標準ガンマ線源による照射又は電気的

模擬信号の投入（以下「照射等」とい

う。）により、指示値を変化させ、設

定値以上で作動（警報音の吹鳴、表示

灯の点灯等）することを確認する。 

計測ユニットに接続した試験装置によ

り，空気吸収線量率を模擬し，警報及

び表示灯が正常に作動することを確認

する。 

判定基準 警報音の吹鳴、表示灯の点灯等が正常

に作動し、以下を満たすこと。 

警報及び表示灯が正常に作動し，以下

を満たすこと。 
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（ⅰ）中央制御室等の警報装置が設定

値の８０％の値で作動しないこと。 

（ⅱ）中央制御室等の警報装置が設定

値の１２０％の値で作動すること。 

ａ．設定値の８０％に相当する空気吸

収線量率を１分間模擬し，警報及び

表示灯が作動しないこと。 

ｂ．設定値の１２０％に相当する空気

吸収線量率を模擬し，１分以内に警

報及び表示灯が作動すること。 

（東海発電所・東海第二発電所中央制

御室にて確認） 

使用前事業者検査の判定基準は、JIS Z4325:2019 に準拠した判定基準としている。 

使用前事業者検査に適合することにより、原災法検査における判定基準を満たすことが

確認可能である。 

 

（３）記録確認検査 

検査 原災法検査 使用前事業者検査 

検査項目 記録確認検査 計測範囲確認検査 

検査方法 中央制御室等において、検出された数

値が確実に記録されていることを確認

する。 

各装置内の校正用試験回路により，空

気吸収（基準）線量率を模擬し，その

時の指示値を確認する。 

（東海発電所・東海第二発電所中央制

御室にて確認） 

判定基準 ①紙面記録タイプの場合 

記録計に記録された数値が照射等に

よる数値に対し以下を満たすこと。 

（ⅰ）アナログ式対数計 

±０．０６Ｎデカード以内であるこ

と。 

空気吸収（基準）線量率に対する指示

値が±０．０４Ｎデカード以内である

こと。 

使用前事業者検査の判定基準は、平成１１年のモニタリングポスト取替に伴う使用前検

査における線源校正検査の判定基準を適用している。 

使用前事業者検査に適合することにより、原災法検査における判定基準を満たすことが

確認可能である。 

 

２．添付資料 

（１）原子力災害対策特別措置法に基づく放射線測定設備の検査実施要領に係る検査項目比較

表 

以上 












































